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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気かみそりの揺動トランスミッタ（１２）から駆動運動を伝達するためのかみそりカ
ップリングであって、該トランスミッタ（１２）は、少なくとも部分的に上下方向の鉛直
軸（Ｉ）に沿って、上方のカッター要素（６）に向かって延びて、前記カッター要素（６
）に結合されたカップリング部（１３；１６；２０；２０’；２０’’；２４；２７）と
結合し、前記カッター要素（６）は、前記鉛直軸（Ｉ）に垂直な水平スイベル軸（ＩＩ）
に沿って延在及び運動し、前記カップリングは、前記トランスミッタ（１２）と、前記カ
ッター要素（６）と、前記カップリング部（１３；１６；２０；２０’；２０’’；２４
；２７）とを備え、前記カップリング部（１３；１６；２０；２０’；２０’’；２４；
２７）は、前記トランスミッタ（１２）を受容するための座部（１４；２１；２６；２８
）を備え、前記トランスミッタ（１２）、前記カッター要素（６）、及び前記カップリン
グ部（１３；１６；２０；２０’；２０’’；２４；２７）は、前記カッター要素（６）
が、前記水平スイベル軸（ＩＩ）に平行な方向において前記トランスミッタ（１２）に拘
束される一方で、少なくとも前記水平スイベル軸（ＩＩ）、および、水平チルト軸（ＩＩ
Ｉ）の周りの２つの回転方向において、また前記鉛直軸（Ｉ）に平行な少なくとも１つの
並進方向において、自由度を有するように、構成及び形成されており、前記カップリング
部（１３；１６；２０；２０’；２０’’）は、少なくとも部分的に球状、円筒状、又は
ボール形状の外側表面（３２；３４）を備え、前記カッター要素（６）は、前記外側表面
を受容するための案内チャンバを備え、前記カッター要素（６）は、前記水平スイベル軸
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（ＩＩ）に平行な方向において前記カップリング部（１３；１６；２０；２０’；２０’
’）に拘束される一方で、少なくとも前記水平スイベル軸（ＩＩ）、および、水平チルト
軸（ＩＩＩ）の周りの２つの回転方向において、また前記鉛直軸（Ｉ）に平行な少なくと
も１つの並進方向において、自由度を有することを特徴とする、かみそりカップリング。
【請求項２】
　前記トランスミッタ（１２）は、前記カップリング部（１３；１６；２０；２０’；２
０’’；２４；２７）に直接的に当接することを特徴とする、請求項１に記載のかみそり
カップリング。
【請求項３】
　前記案内チャンバは、少なくとも１つ以上の接触線に沿って前記カップリング部（１３
；１６；２０；２０’；２０’’）の前記外側表面に接触するための対応する接触表面（
３３）を備えることを特徴とする、請求項１または２に記載のかみそりカップリング。
【請求項４】
　前記案内チャンバは、少なくとも１つの接触面に沿って前記カップリング部（１３；１
６；２０；２０’；２０’’）の前記外側表面に接触するための対応する接触表面（３３
）を備えることを特徴とする、請求項３に記載のかみそりカップリング。
【請求項５】
　前記対応する接触表面（３３）は、少なくとも部分的に球状、円筒状、又はボール形状
である、請求項４に記載のかみそりカップリング。
【請求項６】
　前記カップリング部（１３；１６；２０；２０’；２０’’；２４；２７）は、前記鉛
直軸（Ｉ）の周りに前記トランスミッタ（１２）に対して回転可能であること、及び／又
は、前記カップリング部（１３；１６；２４；２７）は、前記鉛直軸（Ｉ）の周りの前記
回転方向において、前記カッター要素（６）に回転に関して拘束されることを特徴とする
、請求項１～５のいずれか一項に記載のかみそりカップリング。
【請求項７】
　前記トランスミッタは、前記鉛直軸（Ｉ）に沿って延びるピン（１２）を備えることを
特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載のかみそりカップリング。
【請求項８】
　前記カップリング部（１３；１６；２４）の前記座部は、前記水平スイベル軸（ＩＩ）
の方向におけるトランスミッタピン（１２）の幅に対応する、前記水平スイベル軸（ＩＩ
）の方向における前記幅を有し、かつ水平チルト軸（ＩＩＩ）の方向における前記トラン
スミッタピン（１２）の幅を超える、前記水平チルト軸（ＩＩＩ）の方向における前記幅
を有する、スロットホール（１４：２６）であり、前記チルト軸（ＩＩＩ）は、前記水平
スイベル軸（ＩＩ）に垂直であり、かつ前記鉛直軸（Ｉ）に垂直であることを特徴とする
、請求項７に記載のかみそりカップリング。
【請求項９】
　前記カップリング部（１３；１６）及び前記カッター要素（６）は、前記鉛直軸（Ｉ）
の周りの相対回転の角度を制限する、対応するガイド要素（１５；１７）を備えることを
特徴とする、請求項８に記載のかみそりカップリング。
【請求項１０】
　下部カッター要素と前記カップリング部との間の前記自由度は、同じ並進方向における
前記カップリング部（６、１２、１３；１６；２０；２０’；２０’’；２４；２７）の
伸展のサイズの３％超であることを特徴とする、請求項１～９のいずれか一項に記載のか
みそりカップリング。
【請求項１１】
　上部にフォイルタイプのカッター要素（９）及び下部にブレードタイプの前記カッター
要素（６）を有する少なくとも１つのカッターユニット（４）と、少なくとも１つのトラ
ンスミッタ（１２）の揺動運動を発生させるための駆動ユニットと、前記トランスミッタ
（１２）を前記ブレードタイプの下部のカッター要素（６）に結合する、請求項１～１０
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のいずれか一項に記載のカップリング（６、１２、１３；１６；２０；２０’；２０’’
；２４；２７）とを備える、電気かみそり。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのカッターユニット（４）は、前記駆動ユニットに着脱可能に装着
されるフレーム（１０）によって支持され、前記カップリングが、前記トランスミッタ（
１２）を前記ブレードタイプの下部カッター要素（６）に結合するとき、前記カッターユ
ニット（４）を備えた前記フレーム（１０）は、前記鉛直軸（Ｉ）に平行な方向に前記駆
動ユニットに対して運動可能であり、また、前記水平スイベル軸（ＩＩ）の周りに前記駆
動ユニットに対して回転可能であり、前記水平スイベル軸（ＩＩ）に垂直でありかつ前記
鉛直軸（Ｉ）に垂直である水平チルト軸（ＩＩＩ）の周りに回転可能であることを特徴と
する、請求項１１に記載の電気かみそり。
【請求項１３】
　ハウジング（２）と、ヘッド（３）と、該ヘッド（３）を前記ハウジング（２）に結合
するジンバル要素（３５）とを更に備え、前記ジンバル要素（３５）は、旋回可能な方式
で前記ハウジング（２）にヒンジ結合され、かつ旋回可能な方式で前記ヘッド（３）にヒ
ンジ結合され、前記カッター要素（６、９）は、前記ヘッド（３）の上又は中に配置され
ることを特徴とする、請求項１２に記載の電気かみそり。
【請求項１４】
　ヘッド及びハンドルと、フォイルタイプの上部のカッター要素（９）及びブレードタイ
プの下部のカッター要素（６）を有する少なくとも１つのカッターユニット（４）と、少
なくとも１つのトランスミッタ（１２）の揺動運動を発生させるための駆動ユニットと、
前記トランスミッタ（１２）を前記ブレードタイプの下部のカッター要素（６）に結合す
るカップリング（６、１２、１３；１６；２０；２０’；２０’’；２４；２７）とを備
え、前記ヘッドは、水平スイベル軸（ＩＩ）の周りに及び／又は水平チルト軸（ＩＩＩ）
の周りに、前記ハンドルに対して運動可能に支持され、前記スイベル軸は前記下部カッタ
ーの運動方向に平行であり、前記水平チルト軸（ＩＩＩ）は前記水平スイベル軸（ＩＩ）
に垂直であり、ばね手段（２３）が、前記ヘッドを前記スイベル軸及び／又は前記チルト
軸に関して中立の非傾斜位置に復帰させるために設けられる電気かみそりであって、前記
下部のカッター要素（６）は、ばね手段（２３）によって、前記カップリング（６、１２
、１３；１６；２０；２０’；２０’’；２４；２７）を介して、前記上部のカッター要
素（９）に対して圧迫され、このことは、少なくとも前記ヘッドのスイベル及び／又はチ
ルトの運動性に関して、中立位置へと前記ヘッドを復帰させるための前記ばね手段（２３
）に少なくとも部分的に寄与することを特徴とする、請求項１１～１３のいずれか一項に
記載の電気かみそり。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気かみそりにおいて使用されるのに適切であるカップリングに関するもの
である。より具体的に言えば、カップリングは、電気かみそりの揺動トランスミッタから
電気かみそりのカッター要素へと駆動運動を伝達する。このカップリングは、少なくとも
トランスミッタと、カッター要素と、カップリング部とを備え、カップリング部はトラン
スミッタを受容するためのシートを備える。更に、本発明は、そのようなカップリングを
備えた電気かみそりに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、特に、使用時に互いに対する往復相対運動を実施する、フォイルタイプの上
部カッターと非フォイルタイプの下部カッターとを備えた少なくとも１つのカッターユニ
ットを有するタイプの電気かみそりのためのカップリングを目的としている。このタイプ
の電気かみそりでは、剃毛される皮膚の輪郭にカッターユニットを適合させることが一般
的に望まれている。これは、電気かみそりのメインハウジング又はハンドルに対するカッ
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ターユニットの相対運動を可能にすることによって達成される。剃毛される皮膚の輪郭へ
の適合における制約条件は、駆動ユニットの揺動運動がトランスミッタを介してカッター
要素、典型的には非フォイルタイプの下部カッター要素へと伝達されることである。
【０００３】
　トランスミッタとカッター要素との間のそのようなカップリングがなければ、これらの
２つの構成部品は、６自由度の剛体に対応する６種類の相対運動、すなわち、鉛直軸に平
行な並進（上下）、水平軸に平行な並進（左右）、更なる水平軸に平行な並進（前後）、
垂直軸を中心とした回転（旋回）、水平軸を中心とした回転（ジャイレーション）、水平
軸を中心とした回転（スイベル）、及び更なる水平軸を中心とした回転（チルト）を実施
し得る。更なる水平軸は、鉛直軸に対して垂直であり、水平軸に対しても垂直であるもの
として定義され、以下ではチルト軸と称される。上部カッター要素に対する下部カッター
要素の相対運動は、以下では、水平軸に対して平行な運動であると称される。
【０００４】
　電気かみそりの軸線の配向に関して言えば、以下では、かみそりは、かみそりの本体又
はハンドルを下向きに、カッターユニットを上向きにして直立姿勢に保持されると想定さ
れる。かみそりのこの配向を用いると、鉛直軸は本体又はハンドルに沿って鉛直方向に延
びる一方で、チルト軸及びスイベル軸は水平方向に延びる。すべての３本の軸は必ずしも
、互いに対して垂直に配向される点で交差しない。本明細書において以下で用いられる水
平スイベル軸という用語はまた、それに対して平行である軸も含む。軸のこの定義にもか
かわらず、かみそりは、使用中に任意の所望の配向で保持及び作動され得る。
【０００５】
　フランス特許第１３９１９５７Ａ号には、偏心回転運動を実施するドライバと、回転と
並進の組み合わせ運動を実施する切断要素との間のカップリングについて記載されている
。ドライバは、切断要素の半球状シェルより小さい半球状チップを備えている。
【０００６】
　欧州特許第１１６１３２５Ｂ１号には、剪断ブレードに対して運動する揺動切断ナイフ
を備えた電気かみそりが提案されている。剪断ブレードを担持する剪断ヘッドが駆動ユニ
ットによって駆動されて、ジャイレーション又チルト運動が実施される。
【０００７】
　米国特許第５，７１５，６０１号には、外部カッターに対して往復するように駆動され
る内部カッターを備えた電気かみそりが開示されている。外部カッターはホルダー内で浮
動的に支持され、内部カッターと共にばねの付勢力に抗して傾斜及び降下することが可能
となっている。内部カッターは、駆動ユニット及びそのピンに着脱可能に連結するための
ジョイント及びキャッチを伴って形成される。
【０００８】
　欧州特許第１００５４０４Ｂ１号には、電気駆動機構が中に設けられるハウジングを備
えた電気かみそりが開示されており、その電気駆動機構は、少なくとも１つの往復切断要
素に駆動モーションを伝達するための駆動要素を有するものである。剃毛ヘッドが、剃毛
ヘッドフレーム内で水平軸の周りに旋回運動するために、支持フレームの２本の支持アー
ム上に装着される。剃毛ヘッドは、剃毛ヘッドフレーム内に配設された少なくとも２つの
協働する切断要素によって形成される。
【０００９】
　水平（スイベル）軸の周りに旋回可能なかみそりヘッドの更なる例が、ドイツ特許第１
０２００６０１０３２３Ａ１号に記載されている。これらの例のうちの１つは、揺動ブリ
ッジを駆動するために駆動シャフトの偏心部分に装着されたコンロッドを使用しており、
揺動ブリッジは、往復する並進運動を下部カッター要素に伝達する。コンロッドは、揺動
ブリッジ内のスロットと係合するピンを備え、このスロットは水平（スイベル）軸に対し
て垂直に延びる。代替的な例では、それぞれがジョイントプッシュロッドを介して揺動プ
レートに結合されるピン形状のオシレータが使用され、そのオシレータは、往復する並進
運動を下部カッター要素に伝達する。どちらの例も、運動を下部カッター要素に伝達する
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と同時に、かみそりハウジングに対するかみそりヘッドのスイベルを可能にしている。
【００１０】
　更に、欧州特許第１６６１６７２Ａ１号には、鉛直軸に沿って延びる揺動トランスミッ
タから、鉛直軸線に対して垂直な水平軸線に沿って運動するカッター要素へと駆動運動を
伝達するためのかみそりカップリングが記載されている。このカップリングは、トランス
ミッタと、カッター要素と、カップリング部とを備え、カップリング部はトランスミッタ
を受容するためのシートを有する。カッター要素は、水平軸に対して平行な方向において
トランスミッタに拘束される一方で、スイング運動及びチルト運動をそれぞれ実施するた
めに少なくとも２つの回転方向に、また鉛直軸に対して平行な方向に、自由度を有してい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】フランス特許第１３９１９５７Ａ号
【特許文献２】欧州特許第１１６１３２５Ｂ１号
【特許文献３】米国特許第５，７１５，６０１号
【特許文献４】欧州特許第１００５４０４Ｂ１号
【特許文献５】ドイツ特許第１０２００６０１０３２３Ａ１号
【特許文献６】欧州特許第１６６１６７２Ａ１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、本発明の目的は、電気かみそりの従動部からカッター要素に力を伝達する
間に、剃毛される皮膚の輪郭に適合する能力を改善する、上述したタイプのカップリング
を提案することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　この目的は、請求項１に記載のカップリング及び請求項１３に記載の電気かみそりによ
って解決される。
【００１４】
　本発明は、電気かみそりの従動要素に対するカッター要素のいくつかの異なる並進及び
／又は回転運動を与えるという考えに基づいている。このカップリングは好ましくは、マ
クロレベルで、すなわち、ハウジングに対するかみそりヘッド全体の運動に基づいて、か
つ／又は、ミクロレベルで、すなわち、かみそりヘッドに対する及び／又は他のカッター
ユニットに対するカッターユニットの運動に基づいて、トランスミッタピンに対するカッ
ターユニットの相対的な鉛直並進、相対的な前方の水平並進が、相対的なジャイレーショ
ン、相対的なスイベル及び／又は相対的なチルトを可能にするように設計されている。こ
れにより、剃毛される皮膚の輪郭に対して個々のカッターユニットそれぞれの位置を完全
に適応させることが可能となる。
【００１５】
　本発明の一態様によれば、トランスミッタ、カッター要素及びカップリング部は、カッ
ター要素が水平軸に平行な方向においてトランスミッタに拘束され、すなわち更なるカッ
ター要素に対するカッター要素の相対的な切断運動に必要な力又はモーションを伝達する
一方で、少なくとも２つの回転方向において、また鉛直軸に平行な少なくとも１つの並進
方向において、自由度を有するように構成及び形成される。好ましい実施形態では、可能
となる回転運動には、水平軸の周りのスイベル運動、及び垂直な水平チルト軸の周りのチ
ルト運動が含まれる。加えて、鉛直軸の周りのジャイレーションが可能にされてもよい。
この結果として、剃毛される皮膚の輪郭に適応するカッター要素の能力が改善される。駆
動ユニット及びトランスミッタは、モータ駆動部の起動に応答してのみ運動／揺動するが
、いかなる皮膚の輪郭にも適応するために運動可能であるヘッドに対しては運動しない。
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したがって、ヘッドの様々な駆動位置並びに様々な傾斜スイベル及び／又はチルト位置に
おけるヘッドに対する下部カッターの回転及び／又は軸方向変位が、トランスミッタと下
部カッターとの間のカップリング設計によって可能にされ、また、下部カッターは、下部
カッターに対するトランスミッタの角度又は横方向位置とは独立して、上部カッターに対
して自在に往復し得る。
【００１６】
　駆動力又は運動をトランスミッタからカッター要素に伝達するために、トランスミッタ
は好ましくは、カップリング部に直接的に当接する。この点において、トランスミッタは
、カップリング部のホール内に受容される、ピンに似た円筒状の要素を備えてもよい。カ
ップリング部のホールは円筒状であってもよく、あるいは多角形の内部輪郭を有してもよ
い。
【００１７】
　カップリング部とカッター要素との間のインターフェースは、上述したように、並進及
び回転方向における所望の自由度を達成するように、様々な異なる方式で形成されてよい
。例えば、カップリング部は、少なくとも部分的に球状、円筒状又はボール形状の外側表
面を備えてもよく、カッター要素は、外側表面を受容するための案内チャンバを備えても
よく、カッター要素は、水平スイベル軸に平行な方向においてカップリング部に拘束され
る一方で、少なくとも２つの回転方向において、また鉛直軸に平行な少なくとも１つの並
進方向において、自由度を有するようになる。カップリング部の外側表面に対する適切な
設計では、例えば円筒状のネック部分に設けられ得る球状のカロット又は球状区間が含ま
れる。代替形態として、カップリング部は、例えば、２つの横方向に延びる弧がそれぞれ
円筒状区間を形成する、円筒状のネック部分を有してもよい。
【００１８】
　案内チャンバは、例えば、円筒形状の接触表面及び球形状の外側表面を設けることによ
って、少なくとも１つの接触線に沿ってカップリング部の外側表面に接触するための対応
する接触表面を備えてもよく、あるいは、例えば、球形状の接触表面及び球形状の外側表
面を設けることによって、少なくとも１つの接触面に沿ってカップリング部の外側表面に
接触するための対応する接触表面を備えてもよい。
【００１９】
　代替形態として、カップリング部は、少なくとも部分的に円筒状の外側表面を備えても
よい一方で、カッター要素は、対応する少なくとも部分的に球状又は円筒状の内側表面を
備える。カップリング部とカッター要素との間のそのようなインターフェースは、カップ
リング部に対するカッター要素のスイベル及び／又はチルト運動を可能にする。カップリ
ング部が円筒状の外側表面を有する場合、及び／又はカッター要素が円筒状の内側表面を
有する場合、円筒状表面を規定する縦軸は好ましくは、チルト軸に平行に、すなわち、鉛
直軸に垂直にかつ水平軸に垂直になるように配向される。円筒状表面のそのような構成を
用いると、カッター要素のスイベル運動は、例えば、かみそりヘッド全体のスイベルによ
って、かつ／又は１つ以上の個別のカッターユニットのスイベルによって達成され得る。
【００２０】
　本発明の好ましい実施形態では、トランスミッタは、鉛直軸の周りにカップリング部に
対して回転可能であり、これに対し、カップリング部は、鉛直軸の周りの回転方向におい
て、カッター要素に回転に関して拘束されている。例えば、トランスミッタは円筒状であ
り得るピンを備え、カップリング部は対応するシートを備え、そのシートは、ピンを受容
しかつ鉛直軸の周りの相対回転を可能にする、例えば円状の開口部の形態をなす。カッタ
ー要素に対するカップリング部の明確な構成は、トランスミッタからカッター要素に力又
はモーションを確実に伝達しながら、トランスミッタとカッター要素との相対運動を可能
にするのに好適となり得る。本発明の好ましい実施形態では、トランスミッタは、鉛直軸
に沿って延びるピンを備える。
【００２１】
　剃毛される皮膚の輪郭に対するカッター要素又はカッターユニットの適応を更に改善す
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るために、弾性的に浮動する方式でトランスミッタに対してカッター要素を取り付けるこ
とが好まれ得る。この点において、カップリングは、少なくとも１つの弾性変形可能な要
素、例えば圧縮ばねを更に備えてもよく、この要素は、ホームポジションへと少なくとも
１つの方向に、好ましくは少なくとも、鉛直軸に平行な方向に、カッター要素を付勢する
ものである。これにより、トランスミッタに対してカッター要素をばねの付勢力に抗して
押圧することが可能となる。
【００２２】
　カッター要素は、共通の基部上に固定された一連の弓状ブレードを備えた非フォイルタ
イプの下部カッター要素であってもよい。本発明の実施形態によれば、カッター要素の基
部は、カップリング部を受容及び／又は装着する。これには、カップリング部が単純に基
部と接触する実施形態、及びカップリング部が基部にクリップ留めされた実施形態が含ま
れる。
【００２３】
　カッター要素のスイベル運動を可能にすると同時に、水平軸に平行に力又はモーション
を伝達することは、カップリング部のシートがスロットホールを備えることを必要とし得
る。好ましくは、スロットホールは、水平軸の方向におけるトランスミッタピンの幅に少
なくとも実質的に対応する、水平軸の方向における幅を有する。更に、スロットホールは
好ましくは、チルト軸の方向におけるトランスミッタピンの幅を超える、チルト軸の方向
における幅を有する。換言すれば、スロットホールは、チルト軸に平行に延びる。これに
より、トランスミッタピンが水平軸の方向においてスロットホールの側面と直接的に接触
することが可能となる一方で、トランスミッタピンがカップリング部に対して旋回するこ
とが可能となる。
【００２４】
　本発明の更なる発展形態では、カップリング部及びカッター要素は、鉛直軸の周りの相
対回転（ジャイレーション）を防止する、対応するガイド要素を備えてもよい。ガイド要
素は、例えば、カッター要素の円筒状シェル内に受容される、カップリング部上のピンの
形態を有してもよい。カッター要素に対するカップリング部のジャイレーションを防止す
る任意のタイプのガイド要素を設けることは、カッター要素のスイベル運動のためにトラ
ンスミッタピンがスロットホール内で旋回することを可能にする配向に、スロットホール
を維持することになる。
【００２５】
　代替形態として、カップリング部のシートは、例えば、トランスミッタピンの直径に実
質的に対応する直径を有する円筒状のホールであり、カッター要素は、チルト軸に平行で
ありかつ水平軸及び鉛直軸にそれぞれ垂直である縦軸によって規定される円筒状内側表面
を備えてもよい。これにより、トランスミッタピンがカップリング部と共にカッター要素
に対して旋回することが可能となり、水平軸に平行に力又は運動を伝達すると同時にカッ
ター要素のスイベル運動が可能となる。
【００２６】
　更なる別の代替形態では、カップリング部は、トランスミッタの自由端部を受容する軸
受シェルを備えてもよく、軸受シェルは、水平軸に垂直でありかつ鉛直軸に垂直である軸
の周りに旋回可能であるコンロッドを介して、カッター要素に装着される。換言すれば、
トランスミッタの自由端部と軸受シェルとのインターフェースは、３つの回転方向、すな
わち、ジャイレーション、スイベル及びチルトにおける自由度をもたらすものである。加
えて、旋回可能なコンロッドは、水平軸に平行な方向にトランスミッタからカッター要素
へと運動の力を伝達しながら、鉛直軸に平行な少なくとも１つの並進方向における自由度
をもたらす。本実施形態の更なる発展形態によれば、弾性変形可能な要素は、軸受シェル
を付勢してカッター要素から離すレッグばねの形態を有してもよい。それに代わって、他
のタイプの捻りばね又は圧縮ばねが適切となり得る。
【００２７】
　代替形態では、カッター要素、好ましくは非フォイルタイプの下部カッター要素が、共
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通の基部上に固定された一連の弓状ブレードを備え、基部はカップリング要素を形成する
。換言すれば、カップリング部は、カッター要素の一部分と一体的に形成されてもよい。
【００２８】
　この代替形態の更なる発展形態では、カップリング部は、２つの側部表面が水平軸の方
向において互いに対向するスロットホールを備えてもよく、それらの側部表面は、傾斜及
び／又は湾曲され、スロットホールの中央部分が、水平軸の方向におけるトランスミッタ
ピンの幅に実質的に対応する、水平軸の方向における幅を有する一方で、スロットホール
の上部部分及び下部部分がそれぞれ、水平軸の方向におけるトランスミッタピンの幅を超
える、水平軸の方向における幅を有する。更に、スロットホールは好ましくは、チルト軸
の方向におけるトランスミッタピンの幅を超える、チルト軸の方向における幅を有する。
スロットホールのこの設計により、水平軸に平行に、力又はモーションをトランスミッタ
からカッター要素に伝達することが可能となる一方で、カッター要素のスイベル運動及び
チルト運動を可能にするためにトランスミッタを旋回させることが可能となる。スロット
ホールの設計の変形形態には、側部表面の上部部分と下部部分とが鈍角をなすことが含ま
れ、また側部表面の上部部分と下部部分とが鋭角をなすことが含まれる。
【００２９】
　上記で定義したカップリングは、フォイルタイプの上部カッターと（非フォイルタイプ
）ブレードタイプの下部カッターとを備える少なくとも１つのカッターユニットと、トラ
ンスミッタをブレードタイプの下部カッターに連結するカップリングを備えた、少なくと
も１つのトランスミッタの揺動運動を発生させるための駆動ユニットとを備える電気かみ
そりにおける使用に特に適している。電気かみそりの好ましい実施形態では、少なくとも
１つのカッターユニットは、駆動ユニットに着脱可能に取り付けられるフレームによって
支持される。カップリング部がトランスミッタをブレードタイプの下部カッターに結合す
るとき、カッターユニットを備えたフレームは、鉛直軸に平行な方向において駆動ユニッ
トに対して運動可能となり、水平軸（スイベル）の周りに駆動ユニットに対して回転可能
に、また水平軸に垂直でありかつ鉛直軸に垂直であるチルト軸の周りに回転可能となるこ
とが、更に好ましい。駆動ユニットのスイベルは、フレームに対する駆動ユニットのスイ
ベルを含んでもよく、かつ／又は、１つ以上の駆動ユニットを備えるかみそりヘッドのス
イベルを含んでもよい。
【００３０】
　かみそりは、例えば本体又はハンドルの形態をなすハウジングと、好ましくはカッター
要素を備えたヘッドと、ジンバル要素とを備えてもよく、ジンバル要素は、旋回可能な方
式でハウジングにヒンジ結合され、かつ旋回可能な方式でヘッドにヒンジ結合されるもの
である。好ましくは、ジンバル要素は、スイベル軸の周りに回転を可能にするジョイント
によってハウジングに装着され、またチルト軸の周りに回転を可能にするジョイントによ
ってヘッドに装着される。
【００３１】
　上記の目的はまた、ヘッド及びハンドルと、フォイルタイプの上部カッター及びブレー
ドタイプの下部カッターを有する少なくとも１つのカッターユニットと、少なくとも１つ
のトランスミッタの揺動動作を発生させるための駆動ユニットと、トランスミッタをブレ
ードタイプの下部カッターに結合するカップリングとを備え、ヘッドは、水平スイベルの
周りに及び／又は水平チルト軸の周りに、ハンドルに対して運動可能に支持され、当該ス
イベル軸は下部カッターの運動方向に平行であり、当該水平チルト軸は当該水平スイベル
軸に垂直であり、ばね手段が、ヘッドをスイベル軸及び／又はチルト軸に関して中立の非
傾斜位置に復帰させるために設けられるかみそりであって、当該下部カッターは、ばね手
段によって当該上部カッターに対して圧迫され、このことは、少なくともヘッドのスイベ
ル及び／又はチルトの運動性に関して、中立位置へとヘッドを復帰させるためのばね手段
に少なくとも部分的に寄与することを特徴とする、かみそりによって解決される。したが
って、中立位置へのヘッドの良好な復帰は、一方のばねが、中立機能への全可動域での復
帰に使用される場合、又は下部カッターを上部カッターに緊密に接触した状態に保つよう
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にトランスミッタピンの周りに巻き付けられたばねが少なくとも、中立のヘッド位置の機
能への復帰に寄与する場合のいずれかにおいて、ヘッドが皮膚の輪郭に適応するように移
動した後に達成される。好ましくは、下部カッターを上部カッターと緊密に接触した状態
に保つためにトランスミッタピンの周りに巻き付けられたばねはまた、カッターユニット
をばねの圧縮力によって浮動させ、ヘッドに対して（ミクロ）傾斜させる。
【００３２】
　本発明の更なる特徴、利点、及び使用可能性について、本発明の好ましい実施形態及び
図面に関連させて以下で説明する。説明される及び／又は図に示されるすべての特徴は、
特許請求の範囲及び／又はそれらの背後にある参考文献中の特徴のグループ分けに関係な
く、本発明の主題である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】電気かみそりの部分斜視図である。
【図２ａ】ホームポジション及びスイベルポジションにある２つのカッターユニットの概
略的側面図である。
【図２ｂ】ホームポジション及びスイベルポジションにある２つのカッターユニットの概
略的側面図である。
【図２ｃ】ホームポジション及びスイベルポジションにある２つのカッターユニットの概
略的側面図である。
【図２ｄ】ホームポジション及びスイベルポジションにある２つのカッターユニットの概
略的側面図である。
【図３ａ】本発明の第１の実施形態によるかみそりヘッドの断面図である。
【図３ｂ】図３ａのかみそりヘッドの更なる断面図である。
【図３ｃ】図３ａのかみそりヘッドのカップリング部の斜視図である。
【図３ｄ】図３ａのかみそりヘッドの細部の断面図である。
【図３ｅ】図３ａのかみそりヘッドの細部の更なる断面図である。
【図３ｆ】図３ａのかみそりヘッドの部分斜視図である。
【図４ａ】本発明の第２の実施形態によるかみそりヘッドのカップリング部の斜視図であ
る。
【図４ｂ】図４ａのカップラー部を備えたかみそりヘッドの細部の側面図である。
【図４ｃ】図４ａのカップラー部を備えたかみそりヘッドの上面断面図である。
【図４ｄ】図４ｃのかみそりヘッドの部分斜視図である。
【図４ｅ】図４ｃのかみそりヘッドの更なる部分斜視図である。
【図５ａ】本発明の第３の実施形態によるかみそりヘッドの部分斜視図である。
【図５ｂ】図５ａのかみそりヘッドのカップリング部の斜視図である。
【図５ｃ】図５ａのかみそりヘッドの断面図である。
【図５ｄ】図５ａのかみそりヘッドの更なる断面図である。
【図６ａ】代替形態によるかみそりヘッドの断面図である。
【図６ｂ】図６ａのかみそりヘッドの部分斜視図である。
【図６ｃ】図６ａのかみそりヘッドの更なる部分斜視図である。
【図７ａ】代替形態によるかみそりヘッドの断面図である。
【図７ｂ】図７ａのかみそりヘッドの更なる断面図である。
【図７ｃ】図７ａのかみそりヘッドの細部の部分斜視図である。
【図７ｄ】図７ａのかみそりヘッドの細部の更なる部分斜視図である。
【図８ａ】本発明の第４の実施形態によるカップリング要素の斜視図である。
【図８ｂ】図８ａのカップリング要素を備えたかみそりヘッドの断面図である。
【図８ｃ】図８ａのカップリング要素を備えたかみそりヘッドの更なる断面図である。
【図８ｄ】図８ａのカップリング要素の更なる断面図である。
【図９ａ】本発明の第５の実施形態によるカップリング要素の斜視図である。
【図９ｂ】図９ａのカップリング要素を備えたかみそりヘッドの断面図である。
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【図９ｃ】図９ａのカップリング要素を備えたかみそりヘッドの更なる断面図である。
【図１０ａ】本発明の第６の実施形態によるかみそりヘッドの断面図である。
【図１０ｂ】図１０ａのかみそりヘッドの斜視図である。
【図１１】３つの異なる角度のヘッドスイベル位置にあるカップリングエリアの概略的断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　図１は、かみそり１を保持するためのハンドルを形成するかみそりハウジング２と、ハ
ウジング２上に着脱可能に装着されるかみそりヘッド３とを備えた電気かみそり１の上部
部分を示している。かみそりハウジング２は、かみそりを人間工学的に握持及び保持する
ことを可能にするために、実質的に円筒状の形状又は箱状の形状又は骨の形状など、種々
の形状を有してよい。図１の例示的な実施形態では、かみそりヘッド３は、３つのカッタ
ーユニット、すなわち、２つの外部剪断フォイルカッターユニット４と、中部剪断ブレー
ドカッターユニット５とを備えている。他の実施形態が、異なるタイプのカッターユニッ
ト、異なる数のカッターユニット、及び／又は異なる構成のカッターユニットを備えても
よい。
【００３５】
　図１は、それぞれが互いに対して垂直に配置された３つの軸、すなわち、鉛直軸Ｉ、水
平軸ＩＩ（以下ではスイベル軸とも呼ばれる）、及び更なる水平軸ＩＩＩ（以下ではチル
ト軸とも呼ばれる）を更に示している。６自由度の本体については、以下で次の軸、すな
わち、
　・鉛直、すなわち鉛直軸Ｉに対して平行な鉛直並進、
　・側方、すなわちスイベル軸ＩＩに対して平行な水平並進、
　・前方、すなわちチルト軸ＩＩＩに対して平行な水平並進、
　・ジャイロ、すなわち垂直軸Ｉに対して平行な軸の周りの回転、
　・スイベル、すなわちスイベル軸ＩＩに対して平行な軸の周りの回転、
　・チルト、すなわちチルト軸ＩＩに対して平行な軸の周りの回転、に関連して述べる。
【００３６】
　以下にそれ以外の定義がない限り、これらの運動のいずれもが、静止基準でハウジング
２に対する運動として理解されるべきである。図２ａ～２ｄは、２つのカッターユニット
のスイベルの例によって、上述した運動の各々が結果として、懸架及び相互連結に応じて
カッターユニットの異なる挙動を生じ得ることを示している。例えば、２つのカッターユ
ニットは、共通のスイベル軸ＩＩの周りにかみそりヘッド全体と共にスイベルしてもよく
（図２ａ）、あるいは、異なる軸の周りに調和してスイベルしてもよく（図２ｂ）、ある
いは異なる軸の周りに反対にスイベルしてもよく（図２ｃ）、あるいは互いに独立にスイ
ベルしてもよい（図２ｄ）。
【００３７】
　力又はモーションをカッターユニット４に伝達する一般的原理は、図３ａ及び３ｂから
理解され得る。各カッターユニット４は、一連の弓状ブレード７を共通基部８上に装着さ
れた非フォイルタイプの下部カッター要素６と、フレーム１０内に固定されたフォイルタ
イプの上部カッター要素９とを備えている。フレーム１０は更に、下部カッター要素６を
案内して、静止した上部カッター要素９に対して下部カッター要素６をスイベル軸ＩＩに
対して平行に相対的に側方に水平並進させる一方で、鉛直軸Ｉに対して平行な方向に、ま
たチルト軸ＩＩＩに対して平行な方向に、下部カッター要素６を上部カッター要素９に対
して既定の位置に拘束する。２つのカッター要素のこの往復する相対運動により、フォイ
ルタイプの上部カッター要素９の開口部に進入する毛髪が剪断される。
【００３８】
　フレーム１０は、かみそりヘッド３内で２本のピン１１によって案内され、かみそりヘ
ッド３に対するフレーム１０の鉛直並進及びチルトを可能にする。ハウジング２は駆動ユ
ニット（図示せず）を収容し、駆動ユニットは、偏心駆動する少なくとも１つのトランス
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ミッタ１２を備えた電気モータを備え、そのトランスミッタは、駆動トレーンの配置を考
慮して、往復する側方の水平並進を実施する。トランスミッタ１２は、図３ａ及び３ｂに
示すように、鉛直軸Ｉに対して平行に延びるピンの形態を有してもよい。従来技術のかみ
そりから知られているような揺動ブリッジは除かれており、駆動ユニットは、下部カッタ
ー要素を直接的に駆動するために、モータからヘッドの中へと延びている。したがって、
ヘッド及びカッターユニットは、駆動ユニットとは独立して運動し、皮膚の輪郭に適応し
得る。カッターユニットは、モータから駆動ユニットを介して下部カッターに伝達される
揺動に対して、駆動ユニットの運動にのみ追従する。
【００３９】
　更に、図３ａ～３ｆは、トランスミッタピン１２と下部カッター要素６との間のカップ
リングの第１の実施形態を示している。カップリングは、トランスミッタピン１２及び下
部カッター要素６、加えてカップリング部１３（図３ｃ）を備え、カップリング部は、ト
ランスミッタピン１２と下部カッター要素６との間に挿入されている。カップリング部１
３は、少なくとも部分的に球状の上部部分を有し、その上部部分は、下部カッター要素６
の基部８の、対応する半球状部分において案内される。カップリング部１３の下部部分は
フランジ様の外形を有し、カップリング部１３を上向きに押圧するための圧縮ばね（図示
せず）を受容するように適応されている（図３ｄ及び３ｅから分かる）。
【００４０】
　更に、図３ｃ～３ｅに示すように、カップリング部１３は、トランスミッタピン１２を
受容するためのシートを備え、トランスミッタピンはスロットホール１４の形態を有して
いる。スロットホール１４の寸法は、トランスミッタピン１２の寸法に適応され、スロッ
トホール１４の幅が、水平スイベル軸ＩＩに対して平行な方向においてトランスミッタピ
ン１２の幅と実質的に対応し（図３ｅ）、これに対し、スロットホール１４の幅が、水平
チルト軸ＩＩＩに対して平行な垂直方向においてトランスミッタピン１２の幅を超える（
図３ｄ）。水平スイベル軸ＩＩに平行な方向におけるトランスミッタピン１２とスロット
ホール１４との嵌め合いは好ましくは、トランスミッタピン１２が鉛直軸Ｉに平行な方向
にスロットホール１４内でスライドすることが可能であるが、トランスミッタピン１２の
作動時に下部カッター要素６を駆動するために、水平スイベル軸ＩＩに平行な方向に力又
はモーションの伝達をもたらすよう実質的に遊びを持たないように、選定されている。他
方で、スロットホール１４の幅が水平チルト軸ＩＩに対して平行な方向に増大することに
より、特にカッターユニット４がトランスミッタピン１２に対してスイベルモーションを
実施するときに、トランスミッタピン１２に対するカップリング部１３の旋回が可能とな
る。
【００４１】
　トランスミッタピン１２に対するカッターユニットのスイベルを可能にしながら、水平
スイベル軸ＩＩに対して平行な方向に力又はモーションを伝達する上記の特徴は、カップ
リング部１３がトランスミッタピン及び／又は下部カッター要素６に対して所定の配向に
保持されることを必要とする。これは、カップリング部１３の球状部分上にピン１５の形
態をなす２つの側方案内要素を設けることによって達成される。図３ｄ及び３ｆから分か
るように、ガイドピン１５は下部カッター要素６の基部８の対応する構造内で受容されて
、基部８に対するカップリング部１３のジャイレーションを防止する。換言すれば、下部
カッター要素６の基部８に対するスロットホール１４の配向は、ガイドピン１５及び基部
８の対応する構造によって維持される。
【００４２】
　第１の実施形態のカップリング部１３によるトランスミッタピン１２と下部カッター要
素６との間のカップリングは、下部カッター要素６を駆動するためのトランスミッタピン
１２の往復する力又はモーションが、カップリング部１３のスロットホール１４を介して
、またカップリング部１３の球状外側表面を介して、トランスミッタピン１２から、下部
カッター要素６の基部８の対応する半球状表面へと直接的に伝達されるという効果を有す
る。加えて、下部カッター要素６は、トランスミッタピン１２がカップリング部１３のス
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ロットホール１４内でスライドすることによって、トランスミッタピン１２に対して、鉛
直軸Ｉに平行な相対運動を実施し得る。カップリング部１３の球状外側表面及び基部８の
対応する半球状表面の構造は、トランスミッタピン１２に対して下部カッター要素６をチ
ルトすることを可能にしている。スロットホール１４の設計は更に、トランスミッタピン
１２に対して下部カッター要素６をスイベルすることを可能にしている。更に、トランス
ミッタピン１２に対する下部カッター要素６のジャイレーションが可能にされている。加
えて、スロットホール１４のこの設計及び配向は、水平チルト軸ＩＩＩに平行なトランス
ミッタピン１２に対する下部カッター要素６の相対運動を可能にしている。トランスミッ
タピン１２に対する下部カッター要素６の後者の２つの相対運動は、フレーム１０がかみ
そりヘッド３のピン１１上で案内されることによって防止されてもよい。
【００４３】
　本発明の第２の実施形態が図４ａ～４ｅに示されている。それぞれの構成部品の一般的
な組成及び機能は、上述した第１の実施形態と同一である。しかしながら、カップリング
部１６及び下部カッター要素６の基部８のそれぞれの対向表面は、第１の実施形態のカッ
プリング部１３及び基部８のそれぞれの対向表面の設計とは異なっている。図４ａから分
かるように、カップリング部１６は実質的に円筒状であり、中央部分は丸み付きの縁部を
有する立方体の形態をなしている。カップリング部１６の側方の円筒状部分１７は、下部
カッター要素６の基部８の対応する表面内に受容され、その表面内で案内される。図４ｂ
から分かるように、この対応する表面は、トランスミッタピン１２に対する下部カッター
要素６のチルトが可能となるように、円筒状のハーフシェルの形態を有してもよい。加え
て、カップリング部１６の側方の円筒状部分１７は、第１の実施形態のカップリング部１
３のガイドピン１５の機能を果たし、すなわち、下部カッター要素６に対するカップリン
グ部１６のジャイレーションを防止する。
【００４４】
　カップリング部１６はスロットホール１４を更に備え、そのスロットホールは、第１の
実施形態に関連して上述したような構成及び配向を有している。図４ｃから分かるように
、トランスミッタピン１２は、カップリング部１６のスロットホール１４内で案内され、
垂直な水平チルト軸ＩＩＩの方向における相対運動又は相対的なスイベル運動がスロット
ホール１４の設計によって可能となる一方で、水平スイベル軸ＩＩに平行な方向に駆動力
又はモーションが伝達される。
【００４５】
　カップリング部１６によるトランスミッタ１２と下部カッター要素６との間のカップリ
ングの設計及び構成は、１自由度のみ、すなわち、スイベル軸ＩＩに平行な側方の水平並
進のみが拘束される一方で、５つの他の相対運動、すなわち、鉛直並進、前方の水平並進
、ジャイレーション、スイベル、及びチルトが可能となるようなものである。固定軸受１
８及び浮動軸受１９と係合するピン１１によってかみそりヘッド３とフレーム１０とがイ
ンターフェースすることにより、カッターユニット４とトランスミッタピン１２との間の
ジャイレーション及び前方の水平並進が防止される。しかしながら、第２の実施形態の設
計は、所望により、ジャイレーション及び／又は前方の水平並進が可能となるように修正
されてもよい。
【００４６】
　本発明の第３の実施形態が図５ａ～５ｄに示されている。ここでも、かみそりヘッドの
一般的な組成及び機能は、第１及び第２の実施形態に関連して上述したとおりである。ト
ランスミッタピン１２と下部カッター要素６との間のカップリングは、球状の上部部分を
有するカップリング部２０を備え、球状の上部部分は、図５ｂに示すように、平坦な外側
部を有してもよい。カップリング部２０のこの上部部分は、図示の実施形態では円筒状の
ハーフシェルの形態を有する下部カッター要素６の基部８の対応する構造内に受容される
。ハーフシェルは、その長手方向軸線が水平なチルト軸ＩＩＩに対して平行な状態で延び
る。図示の実施形態に対する代替形態として、下部カッター要素６の基部８の対応する構
造の半球状の構成が可能となり得る。
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【００４７】
　カップリング部２０は、トランスミッタピン１２を受容する円状ホール２１を備えてい
る。カップリング部２０がトランスミッタピン１２に対してスライド式に垂直並進するこ
とを可能にしながら、駆動力又はモーションがトランスミッタピン１２からカップリング
部２０に、更には下部カッター要素６に直接的に伝達されるように、円状ホール２１の内
径はトランスミッタピン１２の外径に実質的に対応している。トランスミッタピン１２及
びホール２１の円状の設計に対する代替形態として、側方の水平並進の伝達を可能にする
任意の他の設計も考えられ得る。
【００４８】
　カップリング部２０の下部部分は、２つのレッグ２２が球状の上部部分から離れて延び
るフランジ様の構成を有している。図５ａに示すように、圧縮ばね２３は、レッグ２２の
間のフランジ様の部分内に受容され、トランスミッタピン１２を囲繞してもよい。かみそ
りヘッド３が電気かみそりのハウジング２に取り付けられた状態で、レッグ２２は好まし
くは、駆動トレーンのトランスミッタピンを囲繞する部分に設けられ得るホック（図示せ
ず）と係合し、カップリング部２０のジャイレーションを防止しながらも、ホックに対す
るカップリング部２０の相対的な垂直並進が可能となっている。
【００４９】
　ここでも、第３の実施形態のカップリングの設計及び構成では、トランスミッタピン１
２と下部カッター要素６との間の相対的な側方の水平並進は防止されるが、相対的な鉛直
並進、前方の水平並進、ジャイレーション、スイベル及びチルトは可能になっている。上
述したように、前方の水平並進及びジャイレーションは、フレーム１０とかみそりヘッド
３との間のインターフェースによって防止されてもよい。
【００５０】
　代替形態が図６ａ～６ｃに示されており、この代替形態は、カップリング部２４が別個
の構成部品ではないが、下部カッター要素６の基部８の一体部分であるという点で、上述
の実施形態とは異なっている。
【００５１】
　カップリング部２４は、水平スイベル軸ＩＩの方向に見られるように、反対側に配置さ
れた２つの並置された側部表面２５によって画定されている。図６ａ～６ｃに示す実施形
態では、側部表面２５は、２つの部分を備えた屋根の形状をなしており、それらの部分は
鉛直軸Ｉに対して傾斜し、かつ互いに対して鈍角を形成している。代替形態として、側部
表面２５は湾曲構成を有してもよく、あるいは鋭角を形成する部分によって形成されても
よい。側部表面のそのような設計の結果として、カップリング部２４は、トランスミッタ
ピン１２を受容するためのスロットホールを画定する。図６ａ及び６ｂから分かるように
、側部表面２５の配置構成では、スロットホール２６の中央部分は水平スイベル軸ＩＩの
方向にトランスミッタピン１２の幅に実質的に対応する幅を有する一方で、スロットホー
ル２６の幅は上部部分において、また下部部分において、トランスミッタピン１２の幅を
超えるようになっている。更に、スロットホール２６の幅は、チルト軸ＩＩＩに平行な方
向においてトランスミッタピン１２の幅を超える。トランスミッタピン１２は、トランス
ミッタピン１２に対する基部８の鉛直並進及び前方の水平並進を可能にする一方で、相対
的な側方の水平並進を阻止するように、スロットホール２６内で案内される。加えて、側
部表面２５の設計及び配置構成により、トランスミッタピン１２に対する基部８のジャイ
レーション、スイベル及びチルトが可能になっている。
【００５２】
　更なる代替形態が図７ａ～７ｄに示されている。かみそりヘッド３の構成部品の一般的
な組成及び機能は上述した実施形態と同一であるが、トランスミッタピン１２と下部カッ
ター要素６との間のカップリングは、一方の端部に軸受シェル２８を有するコンロッド２
７の形態をなすカップリング部が設けられているという点で異なっている。コンロッド２
７は、その反対側の端部をピボット軸受２９によって下部カッター要素６の基部８に取り
付けられている。レッグばね３０がコンロッド２７及び下部カッター要素６の基部８と係
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合し、それによって、軸受シェル２８を付勢して下部カッター要素６から離す。
【００５３】
　図示の実施形態では、軸受シェル２８は、円錐台に入り込む半球状の形態を有している
。軸受シェル２８は、丸み付きの先端部を有し得るトランスミッタピン１２の上端部を受
容する。トランスミッタピン１２は、軸受シェル２８内で案内され、側方の水平並進がト
ランスミッタピン１２からコンロッド２７を介して下部カッター要素６の基部８へと伝達
される。しかしながら、軸受シェル２８に対するトランスミッタピン１２のジャイレーシ
ョン、スイベル及びチルトは可能となる。加えて、トランスミッタピン１２に対する下部
カッター要素６の鉛直並進が、コンロッド２７をレッグばね３０の付勢力に抗して旋回さ
せることによって可能となる。
【００５４】
　図に示す例示的な実施形態では、トランスミッタピン１２と下部カッター要素６との間
のカップリングは、いずれのカッターユニット４に対しても同一である。しかしながら、
所望により、カッターユニットとトランスミッタピンとの間の異なる相対運動を可能にす
るために、トランスミッタピン１２とカッターユニット４との間の異なるインターフェー
スが設けられてもよい。カッターユニット５は、一方のカッターユニット４と共に、共通
のトランスミッタピン１２によって駆動されてもよい。
【００５５】
　上述した実施形態の共通の特徴として、マクロレベルで、すなわち、ハウジング２に対
するかみそりヘッド３全体の運動に基づいて、かつ／又は、ミクロレベルで、すなわち、
かみそりヘッド３に対するカッターユニット４、５の運動に基づいて、トランスミッタピ
ンに対するカッターユニットの相対的な鉛直並進、相対的な前方の水平並進が、相対的な
ジャイレーション、相対的なスイベル及び／又は相対的なチルトを可能にするように設計
されている。これにより、剃毛される皮膚の輪郭に対して、個々のカッターユニット４、
５それぞれの位置を完全に適応させることが可能となる。
【００５６】
　図８ａ～８ｄの実施形態は、主に図５ａ～５ｄの実施形態に対応しているが、カップリ
ング２０’とカッター要素６との間のインターフェースの設計に修正が加えられている。
より詳細には、カップリング部２０’はネック部分３１を備えており、このネック部分は
図８ａに示すように円筒状であってもよい。ネック部分３１の上端部（図８ａに示す）は
、それぞれが円筒状区間を形成する弓状の形態をなして、側方に延びる２つの突出部３２
を設けられている。カッター要素６は、対応する案内チャンバを設けられており、その案
内チャンバは、対応する円筒状区間を形成する２つの対向する弓状部分３３を有している
。図８ｄから分かるように、トランスミッタ１２を受容するカップリング部２０’のホー
ル２１は、図５ｂに示すような円形状に代わって多角形の形状を有してもよい。
【００５７】
　図９ａ～９ｃの実施形態は、カップリング部２０’’とカッター要素６との間のインタ
ーフェースの設計に関して、図８ａ～８ｄの実施形態とはわずかに異なっている。図９ａ
～９ｃでは、カップリング部２０’’のネック部分３１は、ボール区間３４の形態をなす
端部を設けられており、この端部は、対応する円筒状区間を形成する２つの対向する弓状
部分３３を有する対応する案内チャンバ内に受容される。
【００５８】
　図１０ａ及び１０ｂは、どのようにして、かみそりヘッド３がジンバル要素３５によっ
てかみそり１のハウジング２上に装着され得るかを示している。ジンバル要素３５は、ハ
ウジング２に固定されたアーム３６上に旋回可能に装着され、ヘッド３は、次いで、ジン
バル要素３５上に旋回可能に装着される。図１０ａ及び１０ｂの実施形態では、ジンバル
要素３５は、ハウジング２のアーム３６に対して、水平スイベル軸ＩＩの周りに旋回可能
である。更に、ヘッド３は、ジンバル要素３５に対して、水平チルト軸ＩＩＩの周りに旋
回可能である。このジンバル型のヘッドの可動性に代わって、トランスミッタと下部カッ
ター要素との間の上述したカップリングは、完成したヘッドを水平スイベル軸の周りにス
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イベルさせ、また水平チルト軸の周りにチルトさせるための任意の他のタイプの手段と組
み合わされ得る。例えば、ヘッドは、ヘッドの両側にあるｕ字形状のヘッド支持フレーム
（図示せず）上に設けられるピボット軸の周りにスイベルしてもよく、またヘッドを備え
たヘッド支持フレームは、ピボット点の周りに、又はハンドルをヘッド支持フレームと連
結する４リンク機構によってチルトしてもよい。
【００５９】
　上述したように、完成したヘッドは、スイベル及び／又はチルトするようにハンドルに
対して支持されてもよい。このヘッドの可動性により、ヘッドは、マクロ適応と呼ばれ得
るより大きなスケールで皮膚の輪郭に適応し得る。これは、所望により、皮膚の輪郭への
切断ユニットのミクロ適応と組み合わされてもよい。ミクロ適応は、ヘッド内における切
断ユニット４、５及びフレーム１０の運動であり、したがって、完成したヘッドの可動性
とは独立にもたらされる。ヘッド（ハウジング）に対するカッターユニットの次のミクロ
適応の可動性は、トランスミッタの鉛直軸に沿った運動としての浮動、水平スイベル軸を
中心としたスイベル、及び水平チルト軸を中心としたチルトと組み合わせて、又は組み合
わされずにもたらされ得る。
【００６０】
　下部カッター要素６に対するカップリング及びトランスミッタの横方向変位が更に図１
１に示されており、スイベル軸ＩＩの周りにかみそりヘッド３をハンドル２に対してスイ
ベルするときに到達される、３つの異なる角度位置にあるカッター要素６が示されている
。図１１に示すように、スイベル角度αは、例えば、±５°又は±１０°又は±１５°で
あってもよく、あるいは±５℃～±１５°の範囲にあってもよい。例えば、スイベル軸Ｉ
Ｉが一対のカッターユニット４、５の間に位置するときに起こり得るように、スイベル軸
ＩＩがカップリング部から、又はより具体的にはカップリング部のボール区間から離間し
た位置にあることにより、下部カッター要素６は、駆動ピンの鉛直軸Ｉを横断しかつスイ
ベル軸ＩＩを横断する方向ＩＩＩにおいて、ピボットに対して変位される。図１１では、
参照符号ｃｘは、スロットホール２６によってもたらされるような横断方向ＩＩＩにおけ
るクリアランス及びその長さＬを示している。そのようなクリアランスｃｘは、±０．７
ｍｍ～１ｍｍ又は±０．７ｍｍ～±１．２ｍｍの範囲に、したがって合計で１ｍｍ～２．
４ｍｍの範囲にあり得る。図１１によって示すようなスイベル運動によって引き起こされ
る横方向変位に加えて、あるいはそれに代わって、方向ＩＩＩにおける同様の横方向運動
がまた、カップリングの従動往復の円形経路によって引き起こされてもよく、これは厳密
には線形揺動を達成するものではないが、鉛直軸の周りに回転揺動を達成するものである
。したがって、下部カッター要素とカップリング部との間の自由度は、両方の部品が拘束
はされないが、互いに対する並進運動を実施するための自由度を与えられる少なくとも１
つの並進方向において、同じ並進方向におけるカップリング部の伸展の大きさの３％超、
又はより好ましくは５％超である。
【００６１】
　本明細書にて開示した寸法及び値は、記載された正確な数値に厳密に限定されるものと
理解されるべきではない。むしろ、特に指示がない限り、このような各寸法は、記載され
た値及びその値の周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味することが意図される。例えば
「４０ｍｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味するものとする。
【００６２】
　参照記号一覧
　１　電気かみそり
　２　ハウジング
　３　かみそりヘッド
　４　カッターユニット
　５　カッターユニット
　６　下部カッター要素
　７　ブレード
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　８　基部
　９　上部カッター要素
　１０　フレーム
　１１　ピン
　１２　トランスミッタピン
　１３　カップリング部
　１４　スロットホール
　１５　ガイドピン
　１６　カップリング部
　１７　側方の円筒状部分
　１８　固定軸受
　１９　浮動軸受
　２０　カップリング部
　２０’　カップリング部
　２０’’　カップリング部
　２１　円状ホール
　２２　レッグ
　２３　圧縮ばね
　２４　カップリング部
　２５　側部表面
　２６　スロットホール
　２７　コンロッド
　２８　軸受シェル
　２９　ピボット軸受
　３０　レッグばね
　３１　ネック部分
　３２　突出部
　３３　弓状部分
　３４　ボール区間
　３５　ジンバル要素
　３６　アーム
　Ｉ　鉛直軸
　Ｉ　水平スイベル軸
　ＩＩＩ　水平チルト軸
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